
令和８年度第１回名古屋市認知症介護実践研修（実践者研修）開催案内 

 

１ 目的 
認知症についての理解のもと、本人主体の介護を行い、生活の質の向上を図るとともに、行動・

心理状態（BPSD）を予防できるよう認知症介護の理念、知識・技術を修得するとともに、地域の認
知症ケアの質向上に関与することができるようになることをねらいとして実施します。 

 

２ 日程及び実施方法 

☆オンライン研修（ZOOMを使用）と集合研修を組み合わせて実施します。 

 日   程  実 施 方 法  

オリエン 

テーション 
令和８年６月５日(金) オンライン 

講義演習  

【１日目】令和８年６月９日(火) オンライン 

【２日目】令和８年６月１１日(木) モビリティゲート吹上 

【３日目】令和８年６月１５日(月) オンライン 

インターバル 

期間 

令和８年６月１６日(火)～６月２３日(火)に 

「学習成果の実践展開と共有」の課題に取り組む 

 

講義演習 

【４日目】令和８年６月２４日(水) オンライン 

【５日目】令和８年６月２９日(月) オンライン 

【６日目】令和８年７月７日(火) モビリティゲート吹上 

職場実習 
令和８年７月８日(水)～７月２１日(火)のうちの2週間 

(自施設・事業所で実施) 

 

職場実習 

中間報告会 
【７日目】令和８年７月２２日(水) モビリティゲート吹上 

職場実習 
令和８年７月２３日(木)～８月６日(木)のうちの2週間 

(自施設・事業所で実施) 

 

職場実習評価 【８日目】令和８年８月７日(金) モビリティゲート吹上 

 

 

３ 主催 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

※「名古屋市認知症介護基礎研修及び認知症介護実践研修」指定実施機関 

 

 

 



４ 対象者 

実践者研修（定員 50名） 

 次のア及びイ又はウを満たし、且つエからクのすべての要件を満たす方 

ア 認知症基礎研修を修了した者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であり、身体介

護に関する基本的知識・技術を修得している者であって、概ね実務経験２年以上の方 

イ 名古屋市内の介護保険施設・サービス事業所（地域密着型サービス事業所、特定施設入

所者生活介護事業所、介護予防・生活支援サービス事業所を含む。）において認知症高齢

者の介護に従事している介護職員等の方 

ウ 名古屋市内の居宅介護支援事業所又はいきいき支援センターにおいて認知症高齢者の

相談及び支援業務に従事している職員の方 

エ オンライン研修受講にあたり、以下の内容物について準備できる方 

（１）パソコン（Windows11推奨）及びインターネット環境（光回線） 

   ※必ずパソコンでご参加ください。（タブレット及びスマートフォンは不可） 

（２）静かな環境（部屋） ※周囲の音量によっては研修に支障がでることがあります。 

（３）ヘッドセット（マイクとイヤホン） ※PC内蔵のものでも可能です。 

（４）Webカメラ ※PC内蔵のものでも可能です。 

 ※「９ オンライン研修の注意事項」を必ずご確認ください。 

オ パソコン操作ができること。（Word,Excel等を使用予定） 

カ 従事している施設・事業所において、認知症高齢者の介護又は相談支援の業務に携わり、

当該認知症高齢者について、研修中に使用する基本情報シートを使用し、情報提供ができ

る方 

キ ４週間の実習で以下の内容を実践できる方 

  １週目：カに当てはまる認知症高齢者の再度のアセスメントを実施、実践計画の作成 

  ２週目：実践計画に基づいた認知症高齢者へのケアの実施（中間報告） 

  ３週目：実践計画に基づいた認知症高齢者へのケアの実施（計画評価） 

  ４週目：実習内容の整理・評価、報告資料の作成 

ク 所属長や上司が本研修の目的等を理解し、受講者の職場実習等への協力ができ、受講者

に対し責任をもって送り出せること 

 

※名古屋市内の認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護事業所及び小規模多機能

型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者又は計画作成担当者となる

予定の方（指定にかかる人員に関する基準を満たしていることが必要です。）は可能な限り

優先的に受講いただきます。 

 

※定員に余裕がある場合は、上記目的を達成するために対象者にある「名古屋市内」を「愛

知県内」と読み替えることができます。 

 

 

 

 



５ 受講料 

３４，０００円 

※テキスト代は含まれておりません。 

※受講決定の通知をさせていただいた後、口座振替にて期限までにお支払いいただきます。 

（振込手数料は受講者の負担でお願いします。） 

※本研修の受講料は、「名古屋市福祉人材育成支援助成事業」の支給対象経費です。 

 

 

６ テキストについて 

６月５日（オリエンテーション日）までに書店又はネット通販等で以下の書籍 

を購入してください。 

※研修でテキストを使用しますので、必ず期限までにご準備お願いします。 

※令和４年度より、テキストが新しくなっているため、 

必ず下記の『２０２２年新訂版』をご購入ください。 

【書籍名】「新訂 認知症介護実践者研修標準テキスト」 

【出版社】株式会社ワールドプランニング(2022/03/30) 

【参考価格】2,750円(税込) ※株式会社ワールドプランニングサイトより 

 

 

７ 申込先、申込方法及び申込期限 

(1) 申込先 

〒466-0027 名古屋市昭和区阿由知通三丁目１９番地 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター 

 担当：松下 ℡:052-745-6660 Fax:052-731-9730 

 

(2) 申込方法 

名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センターホームページ 

（URL：https://www.kensyu-nagoyashakyo.jp/jissensya）から、 

認知症介護実践者研修「研修申込の流れ」をご確認いただき、「申込はこちら」から 

必要事項をご入力の上、お申込みください。 

 

  (3) 申込期限 

      令和８年５月７日（木） 

 

 

※お申込み前に、次ページの 

「お申込み前に必ずご確認いただきたい注意事項」を必ずご確認ください。 

 

 

 

https://www.kensyu-nagoyashakyo.jp/jissensya


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お申込み前に必ずご確認いただきたい注意事項＞ 

（1） 本研修では、全日程出席のうえ、研修期間中に求められる全ての提出書類を期日までに提出され

た方にのみ、修了が認められます。いかなる理由があろうと欠席はもとより、遅刻・早退も認め

られず、研修日の振替・補講もできかねますので、必ず全日程出席できる方のお申込をお願いい

たします。 

また、不適切な受講態度又は不十分な実習・発表であると判断された場合も、修了は認められま

せん。責任者の方は十分なご配慮の上、ご推薦ください。 

 

（2） いかなる理由（業務都合、体調不調等）であっても、研修受講開始後に研修受講継続不可となっ

た場合、受講料の返金は一切いたしかねます。 

 

（3） 研修内容には受講者の所属施設での職場実習（4週間）が含まれます。この実習は研修の成果を

向上させるために非常に重要な位置づけとなりますが、例年実習の日程が十分に確保されていな

い事例が散見されます。実りある研修とするためにも、申し込みの段階で実習日程を確保してい

ただくようお願いします。（研修６日目の実習課題設定の日までには日程を確定してください。） 

 

新規開設予定の事業所の方につきましては、同一事業者が運営する他の事業所（認知症対応型共

同生活介護、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、通所介護事業所等）

で職場実習をしていただきます。 

 

◆職場実習における勤務上の扱いについて◆ 

 職場実習は4週間通常業務と並行して行っていただきます。 

 

(4)  研修終了（最終日）後に受講生の評価をいたします。評価の結果、修了が認められてから修了

証を発行いたします。（事業所あてに送付いたします。） 

なお、職場実習期間中にやむを得ない事由で実習継続不可となった場合や発表内容が不十分であ

った結果、修了が認められない場合については、次回の研修にて実習課題設定（６日目）～職場

実習評価（８日目）までを再受講いただくことで修了が可能です。（別途、5,000円かかります） 

 

(5)  研修は全て日本語で実施し、テキストに準じて専門的な用語を使用する場合があります。講義演 

習や職場実習を通じた研修内容の理解度も修了時の評価基準といたしますので、ご了承のうえお 

申込みください。 

(講義等で使用する日本語レベルについては、名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター 

ホームページ（URL：https://www.kensyu-nagoyashakyo.jp/jissensya）の講義等の動画を参考に

してください。 

https://www.kensyu-nagoyashakyo.jp/jissensya


８ 受講決定及び受講決定後の手続き 

（1） 受講決定 

① 定員を超えたお申し込みをいただいた場合は、選考にて受講者を決定いたします。 

② 結果は、令和８年５月１４日（木）までにメールにてお知らせいたします。 

※本研修は毎回定員を上回る申込があり、多くの方が受講できない状況にあります。 

受講決定後の辞退は原則認められませんので、十分ご理解の上お申し込みください。 

 

（2） 受講決定後の手続き 

① 受講が決定した方には、「受講決定のお知らせ」に、ご提出いただく書類を添付させて

いただきますので、期限までにそれぞれ指定の方法にてご提出をお願いいたします。 

②「受講決定のお知らせ」をご確認いただき、期限までに受講料の支払いをお願いいたしま

す。 

 

９ オンライン研修の注意事項  

○本会ホームページにZOOMの動作確認方法を掲載しておりますので、必ずお申込み前に動作確認

をお願いいたします。 

○本研修は音声だけでの参加や聴講のみの参加はできません。必ずビデオで顔が映り、音声で発

言ができる状態でのご参加となります。 

○１端末につき１名参加することができます。※１台のPCで複数名の受講は不可。 

 


